
一般社団法人 群馬県作業療法士会 入会手続きについて 

 
入会の皆様へ 

新入会の皆様は、日本作業療法士協会（OT協会）と一般社団法人群馬県作業療法士会の両方の入会申し

込み手続きが必要です。 

 

入 会 手 続 き 手 順 
 

1．① 新入会の方は 
OT 協会入会申し込み書を記入後、その申し込み用紙をコピーする。（コピーした用紙が県士会の入会届扱いとな 

る） 

② 転入の方・及び新入会の方でOT 協会入会申し込み書のコピーの無い方は、群馬県作業療法士会ホーム 

ページに掲載されている入会届けをダウンロードして記入、もしくは群馬県作業療法士会員名簿に掲載されている異 

動届けをコピーして記入する。 
 

2．上記書類1 通を群馬県作業療法士会事務局に、FAX もしくは郵送する。 

 

3．郵便局にて入金する。 
新入会の方：初年度は協会費・士会費両方を入金する。 転入の方：県士会費のみ入金する。 

 

①OT 協会費 入会金3,000 円 年会費12,000 円 計15,000 円 を払い込む。 

 

払い込み先 ： 加入者名 社団法人 日本作業療法士協会 

郵便振替口座番号 00140‐8‐70496 

※振込用紙を持っていない場合は、郵便局備え付けの振込用紙にて、上記口座へ振り込む。 

 

②群馬県作業療法士会費 8,000 円 を払い込む。 
 

払い込み先 ： 加入者名 シャ）グンマケンサギョウリョウホウシ 

郵便振替口座番号 00540‐4‐19010 

※郵便局備え付けの振込用紙にて、上記口座へ振り込む。 

群馬県作業療法士会の振り込み済みの証明書をｺﾋﾟ-しておく。 

 

4．群馬県作業療法士会より届いた銀行引き落とし書類に記入し、下記1・2 を再度事務局へ郵送する。 
 

1.群馬県作業療法士会の入会金振り込み済みの証明書のｺﾋﾟｰ 

2.群銀の預金口座振替用紙（OT 協会会員番号が顧客番号になっています。また捺印も必要。） 

 

 
〒3 7 1 - 0 0 2 5  

前橋市 紅雲町 1 - 7 - 1 2 住宅公社ﾋﾞﾙ4 階  

群馬県作業療法士会 事務局 

℡＆F a x 0 2 7 - 2 2 4 - 4 6 4 9  月.火.木.金 9 : 3 0 ～ 1 4 : 3 0 
 

※群馬県作業療法士会の入会手続きを行っていないと、県士会企画の研修会等に参加できない場合があります。 

※群馬県作業療法士会の会員名簿作成は毎年8 月末日〆となっています。早めの入会をお願いします。 

 


